
市と府の省エネ改修・再エネ
補助金について

2025年12月12日

省エネセミナー事務局

京都市 省エネセミナー



空調設備
（エアコン）

【要件】製造年2014年以前⇒
2024年以後へ更新

【要件】非LED照明⇒
LED照明への更新

省エネ設備への更新を行う中小事業者へ、下記要件に該当する場合に、
総工事費（税抜）の1／３を補助します。

＜対象＞
中小企業者

医療法人（従業員300人以下）
学校法人（従業員100人以下）

社会福祉法人（従業員100人以下）
ほか各種法人等（従業員100人以下）

＜補助率・上限額＞
総工事費の１/３（消費税除く）
上限:200万円、下限:20万円

※一法人一申請です。

＜募集期間＞
令和7年11月28日～
令和8年12月25日

（先着順）

1

中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金

照明機器 給湯設備

【要件】
製造年2024年以後へ更新

＋燃料転換（省CO2に資するものに限る。）

ガス式⇒電気式
重油焚⇒電気式
重油焚⇒ガス式 etc
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中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金

 

 予定 申請者 事務局 

受
付
期
間 

（受付期間） 

2025/11/28～

2026/12/25 

（先着順） 

  

審
査
・
交
付
決
定 

（審査） 

申請書の不足なし

を確認してから 

約 2週間 

（交付決定） 

  

事
業
実
施
、
実
績
報
告
、
検
査
、
支
払
い 

（事業の完了） 

~2027/2/12 まで 

  

（実績報告書等の提出）  

事業完了後 

30 日以内又は

2027/2/28 の 

いずれか早い日 

  

交付申請書の作成・提出 

交付決定通知 

審査 

交付申請書受付 

請求書 

実績報告書及び 
エネルギー消費量等報告書 

の提出 

事業完了 
（支払完了 2027/2/12 まで） 

工事 

事業開始（交付決定日以降） 

補助金支払い 

交付額確定通知 
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京都市中小事業者の高効率機器導入促進事業補助金
令和７年（参考）

空調設備・給湯設備

照明機器（LED照明） 換気設備（全熱交換器）

【要件】自動調光制御機能付きLED

業務用・ルームエアコン エコキュート、
ボイラー

高効率機器への更新を行う事業者の皆さまへ、それぞれの機器の要件に
該当する場合に、補助対象経費の1/2を補助します。

※令和７年度は募集終了。令和8年度実施予定

【要件】全熱交換器※で
熱交換効率４０％以上など

※換気の際の空調負荷を
抑えることができる設備

人感センサーや
スケジュール制御など

対象
中小企業者
医療法人
学校法人 等

補助率・上限額
補助対象経費の
１/２以内

上限:200万円
下限:50万円

募集期間
令和７年6月16日～

8月29日まで

令和５～７年の採択実績
件数：１０１件（空調６７件、照明３７件、給湯１件）

【要件】更新前後において30％以上の省CO2効果
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京都府サプライチェーン省エネ推進事業補助金
サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量の削減(廃棄物分野の取組を含む)を

計画する事業者※が、当該計画に位置づける事業として認めるもので、既存設備を京
都府が指定する設備（照明、空調、ボイラー）に更新に要する経費の一部を補助
※府内に本店を有する法人又は京都府地球温暖化対策条例第１６条第２項に規定する特定事業者に限る

対象
中小企業者等

募集期間
随時,申請請受付

補助対象経費
設計費、工事費、機械
器具費、測量試験費

補助率・上限額
補助対象経費の１／３以内

※ 但し、ＳＢＴ認定取得事業者、京都ゼロ
カーボン・フレームワークを活用したサステナ
ビリティ・リンク・ローンを締結者は、１／２
以内 上限:８００万円 下限: ５０万円 ＬＥＤ照明

更新

空調設備
更新

ボイラー
更新

随時募集継続中!（予算額に達し次第終了）

一般社団法人京都府産業廃棄物3R支援センター
電話:０７５－３５２－０５３０ mail:info@Kyoto-3rbiz.org

問い合わせ先
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＜補助対象設備＞

【太陽光発電設備】
【蓄電池】

（同時申請のみ）

＜補助率等＞

1kW当たり５万円
（上限あり）

導入費用の１/３
（上限あり）

・条例に定める基準量に留まらず、最大限の太陽光発電設備の設置を促すため、
同基準量に１ｋＷ以上上乗せして太陽光発電設備を設置しようとする場合に、
その設置費用と付帯する蓄電池の設置費用を支援

・令和６年度からは、条例で再エネ利用設備の設置義務が課されていない建築物にも
取組を波及させることを目的として、既存建築物及び小規模建築物を対象に追加

問い合わせ先
京都市環境政策局地球温暖化対策室
（担当:エネルギー政策推進担当）

電話:０７５－２２２－４５５５

京都市建築物の太陽光発電設備等上乗せ設置促進事業
令和８年1月31日まで募集継続中!
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京都市環境政策局地球温暖化対策室

電話：０７５－２２２－４５５５

メールアドレス ：ｊｔｃｏ２＠ｃｉｔｙ．ｋｙｏｔｏ．ｌｇ．ｊｐ

お問い合わせはこちらまで

ご清聴ありがとうございました！


